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「所管する学校に対する業務改善方針及び業務改善計画」の改定について 

 

 

１ 趣旨と目的 

本市では、平成 30 年より、市立小中学校の教職員の時間外勤務時間の削減をはじめとする多

忙化改善を目的に、勤務時間調査をもとに、市として具体的な業務改善方針と業務改善計画を定

めている。 

持続的な業務改善と環境整備が進むよう、学校が担うべき業務の改善や精選を、地域や家庭

の理解を得ながら、市教育委員会と学校が協力して計画的に取り組んでいく。 

 

２ 改定のポイント 

 （１）市が掲げる達成目標の変更 

 ・改正給特法に伴う超過勤務時間の上限を定めた指針の告示を受け長期目標を変更したもの。 

  「１か月当たりの時間外労働を年間通して 45 時間以下、１年当たり 360 時間以下に抑制」 

 

 ・令和２年度が最終年度となる中期目標の達成を目指した取組を継続・強化したもの。 

  「１か月当たりの時間外労働時間を繁忙期であっても 80時間以下、かつ年平均 45時間以下に

抑制」 

 

 （２）取組等の変更 

 ・年次有給休暇の取得促進等、県の方針の改定を受け、変更したもの。 
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